
平成１７年３月８日宣告
偽証被告事件
　　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
        被告人を懲役２年に処する。
　　　　この裁判確定の日から５年間その刑の執行を猶予する。
              　    　理　　　　　　　由
（罪となるべき事実）
　被告人は，京都弁護士会所属の弁護士であり，京都地方裁判所第１刑事部に係属し
ていた被告人Ａ，同Ｂおよび同Ｃにかかる強盗致傷，窃盗被告事件における上記Ａら３
名の弁護人であったところ，同被告事件について，真実は，Ａら３名が，平成１５年２月７
日，Ｄに対し暴行脅迫を加えるなどして，同人管理にかかるキャッシュカードを強取し，
同キャッシュカードを使用して△△信用金庫××支店に設置された現金自動支払機か
ら同支店支店長管理にかかる現金２０７９万円を窃取したものであるという事実を知りな
がら，Ｄ，Ｅ，Ｆ，ＧおよびＨらと共謀の上，上記被告事件についてＤが偽証することを企
て，同年９月９日，京都市中京区菊屋町所在の同裁判所第２０５号法廷における上記被
告事件の公判期日において，刑事訴訟法の規定により宣誓した証人であるＤが，「自動
車の運転をめぐってＢとトラブルになり，同人とけんかになったが，同人から一方的に暴
行を受けたわけではない。Ａは仲裁に入ったのであり，同人とＣからは暴行を受けてい
ない。キャッシュカードは，強取されたのではなく，自分からＡに交付し，同人に出金を要
請した。現金２０７９万円は，窃取されたのではなく，Ａが経営する金融業に出資したもの
である」などと自己の記憶に反した虚偽の陳述をし，もって偽証したものである。
（証拠の標目）
【省略】
（法令の適用）
　被告人の判示所為は刑法６５条１項，６０条，１６９条に該当するので，その所定刑期
の範囲内で被告人を懲役２年に処し，情状により同法２５条１項を適用してこの裁判確
定の日から５年間その刑の執行を猶予することとする。
（量刑の理由）
１　本件は，弁護士である被告人が，弁護人を務めていた強盗致傷，窃盗被告事件に

おいて，その被告人らの罪責を免れさせ，あるいはこれを軽減させることを企図して，
同事件の被害者やその関係者である暴力団組員らと共謀の上，同被害者が京都地
方裁判所の法廷で証人として尋問された際，同人に虚偽の証言をさせたという事案
である。

２　本件における一連の事実の経緯は，以下のとおりである。
　(1)　平成１５年２月７日午前２時２０分ころ，自動車の走行方法をめぐり，暴力団Ｊ組織

委員長であるＢが，Ｄに因縁をつけて，同人に対し，その顔面を手拳で殴打するな
どの暴行を加えた。その後，Ｊ本部長であるＡおよび同若頭補佐であるＣが順次加
わり，Ｄに対し，こもごも，その顔面を手拳で殴打し，頭部を足蹴にするなどの暴行
を加え，「お前の命は何ぼや。何ぼや言うてみい」などと申し向けて脅迫するなどし
た。更に，Ｂらは，ＤをＪの事務所に連行し，その顔面等を足蹴にし，手拳で殴打す
るなどの暴行を加え，「こいつの耳を切り落としてしまえ」などと申し向けて脅迫し，
同人が所持していた同人経営の会社名義のキャッシュカードを奪い，ＡおよびＢ
が，同キャッシュカードを使用して，現金自動支払機から現金２０７９万円を引き出
した。このＢらの上記一連の暴行により，Ｄは，全治約１か月間を要する左眼窩吹
き抜け骨折等の傷害を負った。

  (2)　Ｄは，同人が経営する会社の親会社の社長であるＨに上記一連の事実を打ち明
けた。Ｈは，これを契機に，自己の経営する会社がＪ関係者ら暴力団組員に干渉さ
れ，その事業等に支障が生ずることを懸念し，同業者のＧに相談した。その結果，
Ｇから，その知人であるＦに依頼して，Ｆが知っている暴力団関係者を紹介してもら
い，その者を通じて事態の解決を図ろうということになった。そして，Ｆは，名古屋市
内に拠点を置く暴力団Ｅ会の会長であるＥにＪ側との間の仲裁と事態の収拾を依
頼した。Ｅは，これを引き受けて，Ｊ側との交渉に当たり，その結果，Ｊ側が，Ｄに１０
００万円を返還し，今後同人らに対し一切関わりを持たないという内容のいわゆる
「手打ち」が成立し，Ｊ側からＤに１０００万円が返還された。なお，この返還された１
０００万円のうち５００万円は，Ｅらが手数料等として取得したため，実際にＤの手元
に返還された金額は５００万円であった。

  (3)　こうして，上記「手打ち」の限りにおいて一応の事態の収拾が図られたものの，そ
の後，Ｄは，自己の手元に戻らなかった約１５００万円を税務処理上損金として申



告する必要に迫られ，上記強盗致傷，窃盗の被害について，京都府田辺警察署に
被害届を提出した。これを受けて，同警察署において捜査が進められた結果，同
年６月２日，ＡおよびＢが逮捕され，その後，Ｃも逮捕されることとなった。

  (4)　そこで，Ｊの若頭であるＩは，被告人にＡ，ＢおよびＣの弁護を依頼し，これを承諾し
た被告人は，同月３日，ＡおよびＢの弁護人として選任され，同月６日，Ｃの弁護人
として選任された。

  (5)　上記「手打ち」がなされたにもかかわらず，Ａらが逮捕されたことについて，Ｊ側は，
「手打ち」を仲介したＥに対し強く抗議し，Ｅは，Ｄの上記被害届を取り下げさせるこ
となどをＪ側に約束した。Ｉは，被告人に対し，そうした状況の概略を伝えた上，逮
捕，勾留中のＡらに取調べで黙秘するよう伝えて欲しいなどと依頼し，被告人は，Ａ
らと接見した際，被疑事実の内容を確認するとともに，そうしたＩの意向を伝え，取
調べに際しては黙秘することを確認するなどした。他方，Ｆらは，Ｅの体面を守るた
め，Ｄを軟禁状態に置き，上記被害届を取り下げるよう迫るなどした。

  (6)　同月２３日，ＡおよびＢは，強盗致傷，窃盗被告事件の被告人として京都地方裁判
所に公訴を提起され，同月２５日，Ｃが，同じく強盗致傷，窃盗被告事件の被告人
として同裁判所に公訴を提起された。そして，上記３名に対する上記被告事件は同
裁判所第１刑事部に係属し，併合して審理されることとなった(以下上記３名に対す
る上記被告事件を「本件強盗致傷等被告事件」という)。Ｉは，ＡおよびＢが起訴され
た同月２３日，ＥおよびＦを伴って被告人の事務所を訪れ，本件強盗致傷等被告事
件および手打ちの経緯等の概略を説明し，Ｅが，被告人に対し，「強盗の『強』の字
を取ってもらいたいんですけど」「Ｄは，今，何とでも言いますし，Ｄに何でも言わせ
ますので，何とか話を組み立ててもらえませんか」などと言い，Ｄに何らかの働きか
けを行うことを前提に，Ａらの罪責を免れさせ，あるいはこれを軽減させることを依
頼した。その際，被告人は，Ｆから現金２０万円を手渡され，これを受領した。

  (7)　同年７月１７日，被告人は，京都市内の料理屋でＥ，Ｆ，Ｇ，Ｈと会食した。その席
で，Ｆが，被告人に対し，同年２月７日の出来事についてＤに虚偽の証言をさせる
内容として「ＤとＢとがけんかとなったが，Ｄは，その仲裁に当たったＡに好感を覚
え，話をするうちに，ＤがＡの事業に出資することとなり，２０７９万円をＡに任意に
交付した」などという筋書を記載した原稿を渡した。被告人は，その原稿に目を通し
てからＦに返し，Ｆらに対しＤがどんな人物であるかを尋ねるなどした。会食が終わ
るころ，被告人は，現金５０万円を手渡され，これを受領した。

  (8)　被告人は，本件強盗致傷等被告事件について，その公訴提起後間もなく，検察官
請求予定証拠の謄写を依頼していたところ，同月１８日，その証拠の写しを入手し
た。そして，被告人は，その謄写された証拠の中にＤの検察官調書が存在しないこ
とに気付いた。

  (9)　同月３１日，ＦおよびＧが，被告人の事務所を訪問し，被告人に対し，本件強盗致
傷等被告事件の証拠の写しを見せてくれるよう依頼した。被告人は，同事件の証
拠の写しのファイルを取り出して，これをＦおよびＧに見せ，ＦおよびＧは，そのファ
イルに目を通し，Ｄの警察官調書の写しを読んで，Ｄが警察官に対して供述してい
る内容等，重要であると判断した部分を適宜メモにとるなどした。

  (10)　同年８月上旬ころ，Ｆが，被告人に電話をかけ，Ａら３名が何か商売をしていない
かを尋ねたところ，被告人は，Ａとの接見において，同人が，いわゆる闇金融業を
「ステップ」という名称で経営していることを聞き及んでいたことから，その旨をＦに
伝えた。
　また，Ｊ側がＤに返還した金額は，前述のとおり１０００万円であるところ，この金
額ではＡのもとに１０００万円が残っていることになり，この額では，闇金融業への
出資金としては多過ぎることから，ＦとＡは，被告人を介して，互いの意向を伝え合
い，Ｄの偽証の内容としては，同人に１５００万円を返還したことにすることとした。

  (11)　Ｄは，同年９月９日，本件強盗致傷等被告事件の第２回公判期日に証人として出
廷し，刑事訴訟法の規定により宣誓した上で，検察官からの主尋問および被告人
からの反対尋問に対し，Ｆらが作成した前述の筋書に従って虚偽の証言をした。そ
の後，被告人は，Ｄの証人尋問調書の謄写を請求して，その写しを入手し，Ａら３
人にそのコピーをそれぞれ差し入れた。

  (12)　その後，Ｄは，Ｆらの監視下から逃れ，平成１６年１月７日，京都府田辺警察署に
出頭し，それまでＦらに軟禁されていた状況や上記の偽証状況等について申告し，
同年３月１２日，大津地方裁判所で行われた本件強盗致傷等被告事件の証人尋
問期日に再度証人として出頭し，上記偽証の事実を告白した上，平成１５年２月７
日Ａらから暴行脅迫を加えられて，キャッシュカードを奪われ，自己の意に反してＡ



らに現金を引き出されたことなど，自己の記憶に従った内容を改めて証言した。
  (13)　被告人は，平成１６年７月５日に行われた本件強盗致傷等被告事件の第９回公

判期日において，第２回公判期日でＤが証言した内容こそが真実であり，上記大津
地方裁判所でのＤの証言内容は虚偽であるから，Ａらには強盗致傷罪や窃盗罪が
成立しないなどとする弁論を行った。

３　本件に関する経緯は，以上のとおり要約することができる。
　被告人は，ＥとＦが，Ｉに伴われて被告人の事務所を訪れた際，Ｄに偽証させることを
匂わせるＥの発言を耳にしながら，Ｆから現金２０万円を受け取っている。そして，その
数週間後，被告人は，Ｅらから飲食の接待を受けたのみならず，その席で，偽証の筋
書を記載した書面を示され，Ｄに偽証させることをＥらが計画していることを確定的に
認識したにもかかわらず，再度，現金５０万円を受け取り，その後も何ら偽証に関与
することを拒絶していない。
　このような経緯に照らせば，遅くとも上記接待がなされた平成１５年７月１７日の時
点において，被告人が，共犯者らとの間で本件偽証の共謀を遂げたことは明らかで
ある。

４　当然のことながら，裁判の前提となる事実の認定は証拠に基づいてなされるところ，
事実認定に用いる証拠の中でも証人は特に重要な役割を有しており，ひとたび意図
的に虚偽の証言がなされれば，適正を旨とする裁判所の事実認定が，誤りに導かれ
る危険性が極めて高いことはいうまでもない。偽証という行為は，積極的に虚偽の証
拠を作出し，裁判所の判断を誤らせるおそれの大きい行為であって，そのような行為
がまかり通ることとなれば，司法の根幹を揺るがしかねず，本件は，まさに司法に対
する挑戦ともいうべき，まことに悪質な犯行である。
　特に被告人は弁護士であるところ，弁護士は，基本的人権を擁護し，社会正義を実
現することを使命とし，その使命に基づき，誠実にその職務を行い，社会秩序の維持
に努力しなければならないとされている。そして，刑事事件においては，弁護人は弁
護士の中から選任しなければならないところ，弁護人の最も重要な使命の一つが，捜
査および公判の各段階において適正な手続の確保に努めることであるとされている。
弁護士である被告人が，本件犯行に関わり，適正な手続が行われることを妨げたこと
の責任は，余りにも重大であり，被告人の本件犯行において果たした役割には，以下
に述べるとおり，まことに重要なものがある。
①　弁護人に訴訟記録の謄写権が認められているのは，弁護人としての訴訟活動を

適正かつ円滑ならしめるための便宜であり，検察官請求予定証拠の謄写ができる
のも，同様の趣旨である。また，被疑者や被告人との立会人なしでの自由な接見
交通権が弁護人に保障されているのは，被疑者や被告人と率直な打合せを行い，
弁護方針を決定し，適正な防御権を行使するためには，それが不可欠の要請であ
ると考えられるが故である。これらの弁護人の権利は，いずれも，公的な立場を併
せ持つ弁護士に課された職責の重さと，弁護士に対する高度の信頼が，その基礎
にあるものである。
　それにもかかわらず，被告人は，謄写した本件強盗致傷等被告事件の証拠の一
部を，Ｆらが偽証の筋書を作成する際に利用することを認識しながら，その閲覧に
供し，また，Ａとの接見を通じて知り得た闇金融業の名称をＦに伝え，接見の機会を
利用して，ＤがＪ側から返還を受けた金額を偽る話を仲介するなどして，本件偽証
の筋書がより具体的なものとなるよう協力しており，かかる行為は，弁護人としての
記録の謄写権または検察官請求予定証拠を謄写できる立場や自由な接見交通権
を不正に利用して犯行に加担するものであり，弁護士に対する高度の信頼を裏切
り，その立場を悪用したものであるとの誹りを免れない。

　②　被告人は，本件強盗致傷等被告事件の検察官請求予定証拠の写しを入手した段
階で，同事件については，捜査段階において，Ｄの警察官調書は作成されているも
のの，検察官調書は作成されておらず，Ｄが，公判廷において上記警察官調書の
内容とは異なる内容の偽証をしたとしても，刑事訴訟法３２１条１項２号によって，Ｄ
の捜査段階での供述が証拠となる余地がないことを十分認識していたものである。
そして，被告人は，Ｄの偽証した内容を録取した証人尋問調書の写しをＡらのもと
に差し入れ，同人らが，その内容に従って，それぞれの被告人質問の際に供述し
たことにより，同人らの供述は，Ｄの証言内容と概ね合致し，その信用性を増す結
果となっている。したがって，仮に，Ｄが，その後再び証人として裁判官の前で供述
し，その偽証にかかる従前の証言を翻し，真実を証言していなければ，本件偽証が
功を奏していた可能性は高いと考えられる。被告人は，多数の刑事事件を手掛け
ていたのであるから，その経験に基づき，当然，そのような状況を熟知した上で，



一連の経過に加担していたものであって，刑事弁護人としての豊富な経験や知識
を悪用したものである。

　③　被告人は，公判廷において，Ｄが，検察官の主尋問に対し，Ｆらの作成した筋書ど
おりの虚偽の内容を証言していることを明確に認識しながら，何食わぬ顔で，自ら
もその偽証の筋書に沿ってＤに対する反対尋問を行い，その虚偽の証言内容を固
めているのであり，この点は，その尋問内容等に照らし，弁護人が主張するよう
に，単にＤの主尋問にＧれた内容を確認したに過ぎないなどと評価することは到底
できない。また，被告人が，偽証の共犯者として法廷に臨み，Ｄに対する証人尋問
に弁護人として立ち会っているということ自体，同人の法廷における精神的負担を
軽減し，偽証することを支援する結果となっているというべきである。その上，被告
人は，Ｄが，再度証人として出頭して真実を証言し，既に偽証行為の存在が白日の
下に晒される状況に至ってもなお，Ｄの真実の証言を臆面もなく論難し，Ｄが偽証し
た証言内容こそが真実である旨の主張をして弁論を展開しているのであり，そこに
はもはや一片の良心すら感じられない。本件犯行が，これら被告人の弁護人として
の訴訟活動なくしては，もとより成立し得ない犯行であったことは明らかである。

５　被告人らが本件偽証を行い，その後，幸いそのことが発覚したとはいえ，かかる異常
な審理経過を辿ったことにより，本件強盗致傷等被告事件の審理は約半年間の遅延
を余儀なくされており，刑事訴訟は，常に，刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現が
求められていることにかんがみると，本件において生じた結果も到底看過することが
できない。いわんや，弁護士という重責を担う立場にある被告人が，本件のような犯
行に及んだことは，国民の弁護士に対する信頼のみならず，司法に対する信頼をも
著しく失墜させるものであり，まことに強い非難に値する。

６　本件は，強盗致傷等被告事件という極めて重大な事件について，不正な方法によ
り，その被告人らの罪責を免れさせ，あるいはこれを軽減させようとしたものである。
被告人にそのような意図はなかったにせよ，被告人の行為は，結果的には，健全な
市民生活に多大な害悪をもたらす暴力団の活動に加担していたことにもなるのであ
り，かかる意味においても，暴力団組織の根絶が強く求められている昨今の社会情
勢にあって，本件は，まことに悪質かつ反社会的な犯行である。

７　ところで，弁護人は，①本件当時，被告人は，多数の刑事事件を受任しており，日
々，京都府のみならず近隣府県の警察署等に接見に赴き，あるいは公判に出廷して
いたものであり，共犯者らと接触していた時間は短く，また，偽証の予行演習にも関
与していないことなどから，被告人の関与の程度は，主観的にも客観的にも消極的か
つ断片的なものに過ぎず，そのような被告人に対しては幇助犯に準じた量刑が相当
である，②本件強盗致傷等被告事件は，一旦は，加害者側と被害者側との間でいわ
ゆる「手打ち」が成立した事案であり，その被害者側の関係者から本件偽証の働きか
けがなされたため，被告人の警戒心が緩み，正常な判断ができないまま，共犯者らに
安易に加担する結果となったなどと主張している。
①　たしかに，本件一連の経緯において，被告人が共犯者らと接触した時間は短い。

しかし，そのことが直ちに被告人の本件犯行への関与の程度が低いということに結
びつくものでないことはいうまでもない。本件犯行への被告人の関与の程度は，そ
の果たした役割に即して判断すべきであるところ，上記のように，本件は被告人の
関与なくしては行い得ない点が多々あったものであることにかんがみれば，被告人
の果たした役割は，まことに大きいものがあり，幇助犯に準じた量刑が相当である
などとは到底いえない。
　被告人の本件犯行への関与の程度が低いと認識しているとすれば，それは事の
本質を見誤るものであり，第２第３の同種の事件を招きかねないといわざるを得な
い。

　②　本件強盗致傷等被告事件は，一旦は「手打ち」が成立した事案であるという事情
が本件における重要な背景をなしていることは，弁護人主張のとおりである。しかし
ながら，そもそも，暴力団が介入して紛争を解決する「手打ち」などという考え方そ
れ自体が，暴力団特有の論理に基づく法秩序を無視したものであり，被害者側か
らの申し出であったとはいえ，暴力団の関与は明らかであったのであるから，その
「手打ち」が，果たして被害者の真意に基づくものであったかについては，当然に疑
念を抱いて然るべきである。仮に「手打ち」が被害者側の意向によるものであったと
しても，その意向を審理に反映させるのであれば，被害者を情状証人として取調請
求する，被害者との間で示談書を作成する，被害者から嘆願書を提出してもらうな
どの方法によるべきである。また，いかなる理由があるにせよ，被害者側の者から
趣旨不明の現金を受領するがごときは，それ自体，弁護人として余りにも不用意か



つ不適切な行為というほかない。
　一旦は「手打ち」が成立したという事情も，本件犯行に加担した責任を軽減する理
由とはなり得ない。

８　本件を現時点で振り返ってみると，被告人が，本件犯行への加担を思い止まる機会
が，何回かあったように思われる。
　その最初は，ＡおよびＢが起訴された当日，ＥとＦが，Ｉに伴われて被告人の事務所
に来たときである。このとき，Ｅは，Ｄに偽証させることを匂わせるような発言をしてい
るところ，その発言を聞いたとき，直ちに，そのようなことに協力することは弁護士とし
てできないと言うことができなかったのであろうか。また，Ｆが，被告人に現金２０万円
を渡そうとしたとき，その領収証を書くかどうかを考えることなどを通じて，それが受け
とって良い金員であるかどうかを判断できなかったのであろうか。平素から，金銭の授
受についてけじめを付け，趣旨が曖昧な金銭は受領しないようにしていれば，この時
点で，犯行への加担を拒むことができたのではなかろうか。
　次に，料理屋で会食した翌日，本件強盗致傷等被告事件の検察官請求予定証拠
の写しを入手した時点でも，本件犯行への加担を止めることができたのではないかと
思われる。被告人は，その前日，偽証する内容の筋書の原稿を見せられ，自分も協
力するような姿勢を示したばかりではあるものの，検察官請求予定証拠を検討したと
ころ，Ｄの警察官調書がある以上，たとえ同人の検察官調書が存在しないとしても，
偽証をして，そのまま押し通すことは困難であるとでもいうような理由を付けて，犯行
への加担を断わることができたのではなかろうか。
　また，Ｄが，大津地方裁判所で真実を証言したのを機に，それまでの方針を変更す
ることも，選択肢としてはあったのではないかと考えられる。
　ところが，これらの時点や，その他の場面において，被告人が，本件犯行への関わ
りをどうするかについて，思い迷ったり苦悩したりしたというような様子は窺われない。
被告人は，刑事事件を多く扱う弁護士として，それなりの実績も上げていたのである
から，その自分が偽証に加担するということについては，相当の葛藤があってしかる
べきであると考えられるのに，被告人が，そのような葛藤のもとで何度も思い悩んだと
は認められないのは，当裁判所としても理解に苦しむところである。

９　以上のほか，本件の共犯者らのうちＦとＥは，実刑判決を受けていることも併せ考え
ると，被告人に対しては実刑をもってのぞむことも十分考えられる。

10　しかし，被告人のために斟酌すべき事情として，以下の事情がある。
　①　刑法１７０条は，偽証罪を犯した者が，その証言をした事件について，その裁判が

確定する前に自白したときは，その刑を減軽または免除することができる旨規定し
ており，これは，偽証に基づき誤った裁判がなされることを未然に防止しようとする
規定であると解されている。そして，本件強盗致傷等被告事件においては，その審
理が終結する前に，偽証したＤが，再度証人として出頭し真実を証言したほか，被
告人はもとより，Ｆ，Ｅら，本件偽証の共犯者全員が，本件強盗致傷等被告事件の
判決がなされる前に自白している。Ｄをはじめとする被告人らの自白は，上記法条
の趣旨に照らして評価判断すべきである。

　②　本件において，被告人が果たした役割は大きいものの，被告人は，主導的立場に
あったものではない。本件犯行は，Ｅの体面を保つために，同人の意向を受けて，
Ｆが，偽証の筋書きを考え，Ｄを指導して偽証すべき内容を覚えさせるなど，Ｆが中
心となって行ったものであり，共犯者らが様々な行為に及ぶ中で，被告人は，主と
してＦから依頼されることに応える形で関わっていたものであり，見方によっては，
利用されていたという側面があることも否定できない。

　③　被告人は，捜査段階の当初から一貫して本件犯行について素直に自白し，本件
に至る一連の経緯，何故，偽証に加担する一連の過程の中で立ち止まり，また，
引き返さなかったのかなど，自らの認識や心中等について，未だ十分な整理がなさ
れているとはいえない面があるにせよ，被告人なりにありのままを率直に吐露し，
説明責任を果たそうと努めていることが窺われる。そして，所属弁護士会に自ら退
会届を提出し，日本弁護士連合会に弁護士名簿登録取消を請求するなど，反省の
態度を示している。

　④　被告人は，本件に関連して受領した金額に相当する７０万円を贖罪寄付した。
　⑤　被告人は，これまで熱心に刑事弁護に取り組んでおり，その弁護活動の内容も一

定の評価ができるものであった。被告人は，本件犯行に関わったことを別とすれ
ば，これまで弁護士として，それなりに誠実に行動してきたということができる。その
意味では，本件は，平素から問題のある行動を重ねていた弁護士が，そのような
問題行動の一つとして偽証に加担したというものではなく，格別の問題のない普通



の弁護士が，たまたま本件犯行に巻き込まれてしまったという面があることは否定
できない。

　⑥　本件で有罪となれば，たとえ刑の執行を猶予されたとしても，被告人は，弁護士法
の規定により，弁護士となる資格を失い，弁護士名簿の登録を抹消されることにな
る。そして，執行猶予の場合であれば，その猶予期間が経過するまでの間，実刑
に処せられて服役した場合は，刑法３４条の２第１項所定の期間が経過するまでの
間，その資格は回復されない。本件のような罪を犯した者にとって，その法曹資格
を剥脱され，法曹界から追放されることは，服役する場合ほどの厳しさはないとし
ても，相当程度の制裁であるということができるところ，以上説示したところに照ら
すと，本件の制裁として，被告人の弁護士資格を剥脱するほかに，被告人を矯正
施設に収容するまでの必要があるというには，若干の躊躇を覚えざるを得ない。も
っとも，執行猶予期間は最大でも５年間であるから，刑の執行を猶予した場合，被
告人が弁護士資格を失う期間は，最も長い場合でも５年間である。これが本件の
制裁として妥当な期間であるかについては疑問なしとしないものの，より長期間弁
護士資格を失わせるために，実刑に処するというのは本末転倒であるといわざる
を得ない。

　⑦　本件犯行における被告人，ＥおよびＦの各立場や果たした役割の違いのほか，Ｆ
およびＥは，Ｄを長期間軟禁状態に置き捜査機関と接触できないようにして，本件
強盗致傷等被告事件の捜査を妨害した上，被害届の取下等をさせるなどしている
こと，ＥおよびＦと被告人とでは，これまでの経歴や前科前歴等が全く異なることな
どにかんがみると，ＦおよびＥが実刑に処せられたからといって，必ずしも，被告人
も実刑に処さなければ共犯者間の刑の均衡がとれないというものでもない。

11　以上の事情を総合考慮して，被告人の責任はまことに重大ではあるものの，被告人
のために酌むべき事情にかんがみ，被告人に対しては刑の執行を猶予することとし
た。

　　平成１７年３月８日
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